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平成２８年 ２月２９日 

 

みよし市長        小 野 田 賢 治 様 

みよし市教育委員会委員長 久 野 元 典 様 

みよし市議会議長     近 藤 鋓 男 様 

 

                       

みよし市監査委員  小 嶋 正 道   

同      冨 田   正   

  

随時監査(物品管理に関する監査)の結果に関する報告について（提出） 

地方自治法第１９９条第５項の規定に基づく監査を実施したので、同条第９項の規定に

より、その結果に関する報告を別紙のとおり提出します。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

随時監査結果報告書 

 

 地方自治法第１９９条第５項の規定に基づき、随時監査を次のとおり実施しました。  

 

第１ 監査を実施した監査委員 

   小嶋 正道 

   冨田  正 

 

第２ 監査の種類 

   随時監査 

 

第３ 監査の概要 

１．監査の実施日 

   平成２７年１２月１８日  

 ２．監査の対象とした部課  

教育部  教育行政課（ふれあい交流館、歴史民俗資料館、中央図書館）  

     スポーツ課 

     学校教育課（学校給食センター）   

３．監査の対象とした事項及び範囲 

   物品管理に関する事務  

４．監査の着眼点及び実施方法  

   みよし市物品管理規則の規定に基づき、その品質形状が短期間の使用により変化し、

又はその全部若しくは一部を消耗する物品及び比較的長期間継続使用できる備品とし

ての形状を有するもので、取得単価（単価不明のものは見積価格）が 3 万円未満の物

品（以下「消耗品」という。)の、適正な記録管理がされているか。また、保管方法は

適正か等を主眼とし、現物の実査及び現物と消耗品受払簿等関係書類を照合するとと

もに、以下の事項に着眼し、関係職員の説明を聴取して監査を実施しました。  

（１）消耗品の所在は適正か、また、規格、数量等について、請求書どおりに納品されて

いるか。 

（２）みよし市物品管理規則の規定どおり、適切に消耗品の記録、管理がされているか。  

（３）消耗品の中で消耗品受払簿に記録すべきものを定め、記録されているか。  

 

第４ 監査の結果 

 以下、監査対象課ごとに上記着眼点に沿って、監査結果を報告します。  

１．教育部教育行政課（ふれあい交流館）  

平成２７年１２月１８日午後１時２５分から、教育行政課主任主査、一般非常勤職



 

 

員の立会いのもとで監査を実施した結果、対象としたすべての消耗品は、規格、数量

等が請求書どおりに納品され、所定の配置場所において保管されていました。   

みよし市物品管理規則第２７条の規定に基づき、消耗品受払簿は整備されており、

課内で消耗品受払簿に記録する基準を定め、基準に従って記録管理されていました。 

 

２．教育部教育行政課（歴史民俗資料館）  

平成２７年１２月１８日午後２時４分から、資料館長、副主幹の立会いのもとで監

査を実施した結果、対象としたすべての消耗品は、規格、数量等が請求書どおりに納

品され、所定の配置場所において保管されていました。  

みよし市物品管理規則第２７条の規定に基づき、消耗品受払簿は整備されており、

課内で消耗品受払簿に記録する基準を定め、基準に従って記録管理されていました。  

 

３．教育部教育行政課（中央図書館）  

平成２７年１２月１８日午後２時３０分から、図書館長、副主幹、主査の立会いの

もとで監査を実施した結果、対象としたすべての消耗品は、規格、数量等が請求書ど

おりに納品され、所定の配置場所において保管されていました。  

みよし市物品管理規則第２７条の規定に基づき、消耗品受払簿は整備されており、

課内で消耗品受払簿に記録する基準を定め、基準に従って記録管理されていました。  

 

４．教育部スポーツ課  

平成２７年１２月１８日午後３時４０分から、スポーツ課副主幹と主任主査の立会

いのもとで監査を実施した結果、対象としたすべての消耗品は、規格、数量等が請求

書どおりに納品され、所定の配置場所において保管されていました。  

みよし市物品管理規則第２７条の規定に基づき、消耗品受払簿は整備され、記録管

理されていました。  

 

５．教育部学校教育課（給食センター） 

平成２７年１２月１８日午後４時００分から、給食センター所長と主事の立会いの

もとで監査を実施した結果、対象としたすべての消耗品は、規格、数量等が請求書ど

おりに納品され、調理室において保管されていました。  

みよし市物品管理規則第２７条の規定に基づき、消耗品受払簿は整備され、記録管

理されていましたが、消耗品受払簿は規定の様式と異なる様式で整備されていました。 

 

上記のとおり各監査対象課における物品管理事務は、みよし市物品管理規則に基づいて、

規格、数量等について、請求書どおりに納品され、適正な場所に保管されていました。  

 



 

 

第５ 監査意見   

 地方自治法第１９９条第１０項の規定に基づき、次のとおり意見を付します。  

１、所管課名の標示について  

監査の対象とした消耗品について、所管課等の表示がされていない事例がありました。

物品は、適正かつ効率的に管理を行う必要があります。消耗品についても、みよし市物品

管理規則第１０条の規定に準じて備品と同様に適切に管理するために、所管課等を明確に

しておくことが望ましいと考えます。  

 

２、消耗品受払簿の整備について 

監査の対象とした消耗品の中で、備品と同程度の管理が必要で、消耗品受払簿への記載

が必要であると考えられるものも、同条ただし書き「物品の性質上、特に重要でないもの

については、消耗品受払簿の記帳を省略することができる」ことを適用し、消耗品受払簿

への記載がされていないものがありました。消耗品受払簿へ記録する消耗品について、課

としての基準を定めて、管理している課もありましたが、適正かつ効率的な管理を行うた

めにも、市として、消耗品受払簿に記録する消耗品の統一された基準を定め、管理するこ

とが望ましいと考えます。  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  


